
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

議会運営委員会会議録 

（開会中 令和３年９月９日） 
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長与町議会運営委員会会議録（開会中） 

 

           本日の会議  令和３年９月９日 

           招 集 場 所  長与町議会会議室 

 

出席委員 

 委 員 長  岩 永 政 則      副 委 員 長  浦 川 圭 一 

 委 員  堤   理 志      委 員  河 野 龍 二 

 委 員  吉 岡 清 彦 

 

欠席委員 

 委 員  金 子   恵 

 

出席委員外議員 

 議 長  山 口 憲一郎      副 議 長  西 岡 克 之 

 

職務のため出席した者 

 議会事務局長  富 永 正 彦      議 事 課 長  青 田 浩 二 

 係    長  江 口 美和子 

 

本日の委員会に付した案件 

 （１）「コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書」に 

ついて 

 

開  会   １５時３０分 

閉  会   １６時２５分 



 

○委員長（岩永政則委員）  

皆さんお疲れさまでした。金子委員は欠席の申し出があっておりますので、御報告を申

し上げます。定足数に達しておりますので、ただいまから議会運営委員会を開催いたしま

す。本日は、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書に

ついてを議題といたします。この件につきましては、９月７日の全員協議会において意見

書例が示されておりました。これを議長から議会運営委員会へ諮問することになったわけ

でございます。なお、本日の１時まで議員各位に何か意見があればということで求めてお

りましたが、意見はありませんでした。したがいまして、前回示した案が議題に上がると

いうことになります。今日皆さん方のお手元に配布しておりますが、意見書案の朗読は省

略し、ただいまから質疑を行いたいと思います。何か質疑はありませんか。 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員）  

昨年９月１７日にコロナ禍に対する地方財源の悪化に対して、地方財源の確保を求める

意見書を本町議会でも出したわけですけど、そのときの意見書の中身が、昨年５月の、特

に５の固定資産税の関係で私も意見を言わしていただいて、今回提案されてる３と同趣旨

になるのかなと思うんですけど、結局そのときも負担軽減措置でしたかね、負担調整措置

でしたかね、ちょっと記憶ないんですけども、「そのときだけに限る」というふうな部分

を外して意見書を調整したと思うんですよね。今回ほかの議員から特になかったというこ

とですけども、少々中身が十分私も理解してないところがあって、例えば２の固定資産税

のところがこの間の５と一緒になるのかな。固定資産税は重要な基幹税であり見直しは断

じて行わないことで、前回５は「断じて行わないこと」で締めくくっているんですよね。

このあとが生産性革命の実現、新型コロナウイルスに云々となっていまして、「国庫補助

等で対応すべきものであり、今回限りの措置として期限の到来をもって確実に終了するこ

と」というのはちょっとよく分からない部分。あと３の「令和３年度限りとすること」っ

ていうことと、あと４の「環境性能割、臨時的軽減の延長についてさらなる延長は断じて

行わないこと」というふうな部分があるんですけども、この辺で分かる方が説明していた

だきたいと思うんですが。例えば３の負担調整措置について継続してされると住民の負担

が軽減されているんじゃないかなというふうに思うわけですよね。それをもう３年度限り

でやめてくれというのは、逆に住民の負担を増やす方向になる可能性が出てくる。環境性

能割の部分についても軽自動車税、自動車税の「軽減措置をもうやめてくれ」というふう

に言うのは、直接、住民の負担に繋がっていくんじゃないかなと思いますので、これをこ

のまま意見書として上げると、対住民との問題ではちょっとよくないんじゃないかなと。

この辺が、少し言葉が難しいので十分理解できないんですけど、質疑して答えられるので

あれば答えていただきたいなと。十分理解をさせていただきたいと思いますんで質問いた

します。 

○委員長（岩永政則委員）  



 

河野委員は、２の最後に「今回限りの措置」という表現があるということ。それと３の

「負担調整措置について」ということになると、住民負担が大きくなるということに繋が

るんじゃないかという意見で、これで良いのかということなんですが、誰が答弁しますか。 

山口議長。 

○議長（山口憲一郎議員）  

河野委員に意味合い的には答えきれませんけども、この間の議運の中で皆さんに直すと

ころがあればということでお願いをしていたわけです。昨年も多分、河野委員たちにもい

ろいろアドバイスを聞いて、修正をして出しましたので、それは、私にとっては出してい

ただいていれば、修正をして出すのはやぶさかではなかったんですよ。それで、今日は１

時までに出ていなかったもので、「皆さんこれでいいのかなあ」という気持ちで、私は、

今日は望んどるもんでですね。それで期限が今日の１時までという約束でしたので、本当

はそれで押し込むのが当然だと思うんですけども。どうしてもおかしいということであれ

ば、やっぱり前回のあれもありますので、ここで今の話を出していただいていますけども、

そういった意味で皆さんの意見の中で「いいよ」となれば可能ではないかなという思いを

しております。そがんこうかたぎって私もこれで出すということでは、この間の議運では

言ってないわけでありますので「皆さんの意見を聞いて出しましょう」ということでお願

いをしているものでですね。以上でございます、委員長。 

○委員長（岩永政則委員）  

私も会の冒頭に、「今日の１時まで求めていたけれどもありませんでした」ということ

は申し上げて会を進めて今おりますので、これが出なかったということは事実でございま

すけども、ただ議運の中で、皆さん一緒になって「おかしい」というものがお互い共通認

識として出てくれば、これは議会運営委員会として訂正をしながら、良いものを作ってい

くということを今議長も言われたように、そういう形で進めていきたいというふうに思い

ますので。ただ事務局にも私申し上げていたんですが、この意見書のテーマも昨年とは違

っておるよと。それと中身をよくよく見とってくれという話は、最初から申し上げていた

んですけども、内容も、昨年とは結構変わったものになっているんですね。再度、皆さん

方から出していただいて、良いものを作っていけばというふうに思いますので、暫時休憩

をしながら検討していただければと思います。 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（岩永政則委員）  

それでは休憩前に引き続き委員会を行います。 

案文についていろいろ協議をいたしましたけども、訂正文を局長に朗読させますので。 

富永局長。 

○議会事務局長（富永正彦君）  

お疲れ様です。お配りしておりました意見書案文につきまして、先程休憩中に訂正があ



 

りました部分について確認の意味で朗読をいたします。２が変わります。「固定資産税は、

市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは、断じて行わないこ

と。また、生産性革命の実現や新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じられた

固定資産税等に係る特例措置は、国庫補助金等により対応をすること。」３です。「令和

３年度税制改正により講じられた土地に係る固定資産税の課税標準額を令和２年度と同額

とする負担調整措置については令和３年度限りとし、延長する場合は国費で全額補填する

こと。」４です。「令和３年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性

能割の臨時的軽減の延長について、延長する場合は国費で全額補填すること。」以上です。 

○委員長（岩永政則委員）  

ただいま局長から朗読をいたしましたとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（岩永政則委員）  

休憩前に引き続き委員会を行います。 

訂正がありますから、局長をして説明申し上げます。 

富永局長。 

○議会事務局長（富永正彦君） 

４の最終案を読みます。「令和３年度税制改正により講じられた自動車税、軽自動車税

の環境性能割の臨時的軽減を延長する場合は、国費で全額補填すること。」以上です。 

○委員長（岩永政則委員）  

２、３、４が訂正がありましたけども、局長から説明がありましたとおり決定すること

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

それでは、決定をされました。 

お諮りをいたします。本意見書の提出を議会運営委員会の発委といたしたいと思います

が、異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

それでは、議会運営委員会の発委としてすることに決定をいたしました。 

次に、提案日につきましては会議最終日の２２日に議事日程に追加し、本会議即決にし

たいと思いますが、異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 



 

○委員長（岩永政則委員）  

休憩前に引き続き委員会を行います。 

最終日の議事日程に追加をし、本会議即決にすることに決定をされました。 

次に、本会議に上程された本発委につきましては質疑討論を省略することとしたいと思

いますが、異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。異議ありませんので、質疑討論は省略することにいたしました。 

以上、決定されましたことにつきましては、全員協議会に報告をいたしたいと思います

が、その日にちについて今から協議をしたいと思います。 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（岩永政則委員）  

次回の全協を１３日９時からで議長の方にお願いをして、この場で報告をするということ

で、異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

そのように決定をさせていただきます。 

それではこれをもって本日の議会運営委員会を閉じたいと思います。お疲れさまでした。 

（閉会 １６時２５分） 


